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電力会社との協議

太陽光発電システムを電力会社の商用電力と系統連系をする際は、必ず各電力会社との事前協議が
必要となります。
事前協議なしの不適切な設定で連系すると、「商用系統への悪影響」や「事故」などを起こしますので
必ず事前協議を致します。

※電力会社への提出書類、整定値の設定は各電力会社によって違いがあります。詳しくは各電力会社
のHPにてご確認願います。
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これから太陽光発電シス
テムを新規に設置

※電力会社との事前協識を行います。
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電力会社との手続き

近所に太陽光発電やガス発電などの商用電力と系統連系設備があると、系統連系の許可が
長期化や、最悪設置不可となる場合があります。
必ず施工前(早期)に電力会社と協議をして下さい。
電力会社より『複数台連系試験成績書』の提出要求がある場合最大数ヶ月かかる場合があり
ます。
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単独運転機能が技術的に成熟していないため、例えば、同じ変庄器から電力供給を受けている近隣に、
複数のパワーコンディショナが繋がれていると、停電時にパワーコンディショナ同士が互いに系統中と勘
違いして、パワーコンディショナが停止していないことが想定されます。従いまして電力会社はパワーコン
ディショナの単独運転機能の複数台連係試験成績書の提出を、最後に新設する各メーカーや工事店に
求めてくる場合があります。
例えば、A宅のパワーコンディショナを新設する際に、近隣の家(同じ変圧器→同一バンクともいう)に設

置されているB宅のパワーコンディショナと問題が起きないかを確認するためです。
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パワーコンディショナが停電していないと
認識する場合があります。
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停電！

単独運転検出機能

電力系統が事故等により停電した場合、
パワーコンディショナにて停電を検出し
て運転を停止する機能。

系統連系異常の一例

電力会社との協議
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・電力会社より複数台連系試験成績書の提出要求があった場合は、JEMA(社団法人日本電
気工業会)のHPの「複数台連系試験成績書」検索システムにて試験成績書があるか調査し
てください。

・無い場合は、弊社または、代理店様ヘ問い合わせていただくことになります。その際は、パ
ワーコンディショナ等のメーカー名、型名、台数が記載された電力会社から資料（FAX等）も連
絡頂くようにお願いします。
この場合はこれまで設置実績のない場合が多いので、メーカーにて新規に試験を行う必要
があるため、最大数ヶ月かかる場合もあります。

・お客様の近隣に太陽光発電システムやガス発電等を設置されている住宅がある場合は、
系統連係に時間がかかる場合があります。

・試験上問題があると認められた場合は、柱状変圧器の増設が必要になります。
この場合の費用は電力会社が負担する場合が多いですが、対応は電力会社や営業所ごと
にまちまちのため、新設する施主へ請求することがあります。

複数台連系試験成績書の提出

以上を踏まえて、必ず現場の事前調査を行ってください。
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複数台連系試験成績書検索

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/renewable/fukusudai_test.htm

下記のURLヘアクセスして下さい。

「試験成績書検索」をク
リックしてください。
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複数台連系試験成績書検索

新設のパワコン、既設の
パワコンの組合せを選択

して検索します。
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系統連系の電力会社立会い検査

※連系保護装置の整定値の変更方法はパワーコンディショナの施工説明書の参照
をお願い致します。


